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三陸圏域洪水減災対策協議会 
における取組等について 

資料３ 
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水防災意識社会の 
再構築に向けた取組 



水防災意識社会 再構築ビジョン 

3 【 国土交通省資料より抜粋 】 



住民目線のソフト対策 

4 【 国土交通省資料より抜粋 】 



洪水を安全に流すためのハード対策 

5 【 国土交通省資料より抜粋 】 



危機管理型ハード対策 

6 【 国土交通省資料より抜粋 】 



水防災意識社会の推進体制 

7 【 国土交通省資料より抜粋 】 

 水防災意識社会を再構築するために、河川管理者・県・市町村等からなる協議会
を構築 して減災のための目標 を共有 し、 ハード対策・ソフト対策を一体的且つ計
画的に推進する。 

現状の水害リスク情報や取組状況の共有 

 洪水の浸水想定等の水害リスク情報を共有するとともに、各構成員がそれぞれ連携して
実施している現状の減災に係る取組状況等について共有する。 

① 情報伝達、避難計画等に関する事項 

② 水防に関する事項 

③ 氾濫水の排水、施設運用等に関する事項 

④ 河川管理施設の整備に関する事項 
 

地域の取組方針の作成 

「円滑かつ迅速な避難」、「的確な水防活動」、「円滑かつ迅速な氾濫水の排水」を実現する
ために、各構成員がそれぞれ連携して取り組む事項をまとめた地域の取組方針を作成し
共有する。 
 

フォローアップ 

 地域の取組方針に基づく対策の実施状況を確認する。また、本協議会等を中心として、
毎年出水期前にトップセミナーや堤防の共同点検等を実施し情報の共有を図る。 
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平成28年台風第10号による 
被害の概要等 



平成28年８月に発生した台風第10号の概要（1） 

9 

 平成28年8月に相次いで発生した台風第7号、第11号、第9号は、それぞれ8月17日、21日、
23日北海道に上陸。台風第10号は、30日に暴風域を伴ったまま岩手県に上陸。 

【 国土交通省資料より抜粋 】 



平成28年８月に発生した台風第10号の概要（2） 

10 

 台風の影響で、東日本から北日本を中心に大雨や暴風となり、特に北海道と岩手県では記
録的な大雨となった。台風第10号では岩泉町の高齢者グループホームで９人が亡くなるなど
甚大な被害を受けた。 

【 気象庁公表資料を抜粋、一部改変】 



台風第10号による県内の被害状況（1） 

11 

 平成28年8月29日から30日にかけての台風第10号による豪雨により、小本川水系小本川
の赤鹿水位観測所において、現況河岸高（4.87m）を大きく上回る水位（6.61m）を記録する洪
水が生じ、甚大な被害が発生した。 

【 岩手県HP公表資料】 



台風第10号による県内の被害状況（2） 

12 

 岩手県岩泉町の小本川と支川の清水川において、溢水、越水、決壊により広範囲で浸水が
発生。浸水面積242ha、床上浸水118戸、床下浸水39戸の甚大な浸水被害が生じると共に小
本川沿川の高齢者福祉施設では、9名の死亡が確認された。 

【 国土交通省資料より抜粋】 



台風第10号による県内の被害状況（3） 

13 

 平成28年8月の台風第10号による洪水氾濫によって床上浸水が発生し、橋梁部への流木阻
害等により破壊的な被害を受けた。 

【 岩手県HP公表資料】 



小本川は水位周知河川に指定されておらず浸水想定区域も 

 公表されていなかった。【県】  

岩手県は、水位周知河川指定に向けて浸水想定区域の検討を行っていたが、東日本大
震災に伴う地盤沈下等により、区域公表がなされていなかった。 
 

小本川沿川地域で避難勧告が出ていなかった。【市町村】   

県からの情報が首長に伝わっていなかった。 

• 県土木センターから町職員へ伝達したが、町長へ伝わらなかった。 

• 小本川では避難勧告発令の基準を設定しており、今回の災害では基準を超えていた。 

首長に対する技術的な支援がなかった。 

• 水位の上昇が速く臨機の対応ができなかった。 
 

避難行動に踏み切れなかった。【施設管理者】   

 『避難準備情報』の意味が施設管理者に理解されていなかった。 

• 今回被災した要配慮者施設では避難マニュアルがなかったため具体な行動として何
をすればよいか分からなかった。 
 

小本川の河川整備が遅れていた。【県】    

 

台風第10号における避難時の課題 

14 【 国土交通省資料より抜粋】 

水害危険性の周知の取組
の拡大 

ホットラインの構築 

施設管理者への説明会の
開催（実施済） 

着実な河川整備の推進 



15 

減災に向けた目標（案） 



減災のための目標（案） 

16 

５年間で達成すべき目標（案） 
  

目標達成に向けた３本柱の取組（案） 
  
１．安全な避難行動のための取組 
２．人命と財産を守る水防活動及び排水活動の取組 
３．地域防災力を維持・継続・強化するための取組 

 平成28年8月に発生した台風第10号による洪水被害の経験や、全国で多
発する水害被害を踏まえ、「避難する・地域を守る・防災力を育てる」ことで、
被害の最小化を目指す。 

  ※ 減災のための目標（案）や取組については、北上川上流洪水減災対策協議会でとりまとめた    

   内容を例として記載しているもの。 

    今後、県・市町村等の現状の取組状況や課題等を整理の上、平成29年12月に開催を予定し 

   ている第２回協議会にて当該圏域における減災のための目標等を決定するもの。 



減災に向けた取組（案） 

17 

■ハザードマップの作成・周知 

ハザードマップの作成周知  

まるごとまちごとハザードマップ整備・拡充 

ハザードマップポータルサイトを活用した周知サポート、地図情報の活用 

■避難勧告等に着目したタイムラインの作成 

避難勧告に着目したタイムラインの作成 

タイムラインに基づく首長等も参加した実践的な訓練 

■避難に資する設備の整備 

住民の避難行動を促すため、スマートフォンを活用したリアルタイム情報やプッシュ型情報の配信 

防災行政無線、防災ラジオの整備 

安全な避難行動のための取組 



減災に向けた取組（案） 

人命と財産を守る水防活動及び排水活動の取組 

18 

■より効果的な水防活動の実施及び水防体制の強化 

水防団等への連絡体制の再確認と伝達訓練の実施 

水防団同士の連絡体制の確保 

水防団や地域住民が参加する洪水に対しリスクが高い区間の共同点検 

関係機関が連携した実働水防訓練の実施 

水防活動の担い手となる水防協力団体の募集・指定を促進 

地域の事業者による水防実施体制の検討・構築 

■排水手法等の検討及び排水訓練の実施 

樋門・水門等の情報共有、排水手法等の検討 

排水訓練の実施 



減災に向けた取組（案） 

地域防災力を維持・継続・強化するための取組 

19 

■防災教育や防災知識の普及 

水防災に関する説明会の開催 

学校教育現場における防災・河川環境教育の実施を検討 

出前講座等を活用した講習会の実施 



主な県の取組（案） 

安全な避難行動のための取組（1） 

ハザードマップの作成周知 

 （県）  
  ・ 水位周知河川の指定拡大（※）、洪水浸水想定 

  区域図の作成を推進する。 

    ⇒ 平成29年12月を目処に水位周知河川 

      及び洪水浸水想定区域の指定５カ年 

      計画を策定する。  

 

 （市町村）  
   ・ ハザードマップを作成するなど、住民に対して 

   水害リスク情報を周知する。 
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※ 水位周知河川の指定拡大に当たっては、指定区間
の選定規準に、従来の「人口や資産が集中する区間」、
「過去に浸水被害が発生した区間」、「防災に関する
ニーズが高い区間」に、「防災拠点（役場等）を含む区
間」を追加する。 

岩手県 水位周知河川・洪水浸水想定 指定位置図  

馬淵川水系 

米代川水系 長内川 

閉伊川 

気仙川 
盛川 

津軽石川 

久慈川 

甲子川 

瀬月内川 

夏井川 

夏川 

簗川 

鵜住居川 

大槌川 

砂鉄川 

北上川水系 

砂鉄川 
磐井川 

中津川 

雫石川 

北上川 

雪谷川 

和賀川 

胆沢川 

豊沢川 

関口川 

人首川 

猿ヶ石川 
猿ヶ石川 

早瀬川 

馬淵川 

松川 

安比川 

小鎚川 

北上川 

猿沢川 

曽慶川 

大股川 

矢作川 衣川 

田野畑村

岩泉町

山田町

宮古市

大槌町

釜石市

住田町

陸前高田市

大船渡市

一戸町

九戸村

軽米町

二戸市

野田村

普代村

洋野町

久慈市

滝沢市

紫波町

岩手町

葛巻町

雫石町

八幡平市

矢巾町

盛岡市

平泉町

金ケ崎町

西和賀町
遠野市

一関市

奥州市

北上市

花巻市

■ 水位周知河川 ※河川名□囲みは洪水浸水想定区域指定済み 

■【参考】国指定洪水予報河川 



主な県の取組（案） 
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安全な避難行動のための取組（2） 

避難勧告に着目したタイムラインの作成 

 （県・市町村）  
  ・ 「いつ」、「誰が」、「何をするのか」を、あらかじめ時系列で整理した防災行動計画（タイム 

   ライン）を、全ての水位周知河川において県・市町村が連携して作成し運用する。 

   ⇒ 平成29年度内に全ての水位周知河川で運用を開始する。 



主な県の取組（案） 

安全な避難行動のための取組（3） 

ホットラインの構築 

 （県・市町村）  
  ・ 水位周知河川において、河川管理者（県広域振興局土木部長等）から市町村（市町村 

  長等）へ、避難判断水位を超過又は超過のおそれがある場合に河川情報を直接電話連絡 

  する体制を構築する。 

   ⇒ 平成29年６月から全ての水位周知河川で運用を開始する。 
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ホットライン実施   



主な県の取組（案） 

安全な避難行動のための取組（4） 

避難に資する設備の整備 

 （県）  
  ・ 水位周知河川、岩泉町小本川及び山田町関口川（計33か所）の基準観測所に水位監 

  視カメラの設置を行い、河川のリアルタイム情報を河川情報システムにより配信する。 

   ⇒ 平成29年度内に配信を開始する。 
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（例）一戸町で設置した水位監視カメラ 
 



主な県の取組（案） 

洪水氾濫を未然に防ぐ対策 

河川整備の推進 

 （県）  
  ・ 今後実施するハード対策について整理する。   
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HWL

HWL

現況川幅程度での河道掘削を基本とし、現況河道の状況を参考としてみお筋の形成に配慮する 

河床掘削を行う際は、もとの河床をトレース（スライドダウン）するなど良好なみお筋の形成に配慮する 
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今後の進め方 



今後の進め方について 

26 

平成30年度以降は、各取組のフォローアップ等の実施を予定 

    会議内容等 
５月24日 協議会開催 

 ・協議会の設置・規約について 
・減災対策協議会における取組等について 
（ホットライン構築、タイムライン導入、水位周知河川指定拡大 等） 
・今後の進め方について 

６～7月頃 県や市町村における取組や課題等について整理 

８月頃 幹事会開催 
・12月の協議会に向けた中間報告・協議 

９～10月頃 減災のための目標、今後５年間で実施する取組の整理 

11月頃 幹事会開催 
・12月の協議会に向けた事前協議 

12月頃 協議会開催 
・減災のための目標、今後５年間で実施する取組を決定 
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